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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的地までの走行ルートを走行案内する機能を備えてなるカーナビゲーション装置にお
いて、
　運転者が通常走行している通常地域と異なる地域であって、前記異なる地域の特殊な走
行ルールを有する１つ以上の他の地域について、これら他の地域毎に特殊な走行ルールの
情報であって特殊な走行ルールが適用される地点の情報を含む情報並びに特殊な走行ルー
ルを説明する情報を記憶する記憶手段と、
　車両の現在位置を検知する位置検知手段と、
　車両の現在位置が他の地域内であるか否かを判断する判断手段と、
　車両の現在位置が他の地域内であるときに、前記記憶手段から特殊な走行ルールがある
か否かを検索する検索手段と、
　前記検索手段による検索結果により、特殊な走行ルールがあるときに、その特殊な走行
ルールを表示装置に表示する表示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、車両の走行時に、前記特殊な走行ルールに従って走行する必要が
ある地点の手前で事前に、前記特殊な走行ルールを道路画像、車両画像及び文字情報を用
いて前記表示装置の画面の一部のエリアに表示することを特徴とするカーナビゲーション
装置。
【請求項２】
　前記地域は、国または州であることを特徴とする請求項１記載のカーナビゲーション装
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置。
【請求項３】
　前記検索手段は、所定のタイミングで自動的に検索するように構成されていることを特
徴とする請求項１または２記載のカーナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、同一の特殊な走行ルールを１度だけ表示するように構成されてい
ることを特徴とする請求項３記載のカーナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、同一の特殊な走行ルールを連続して表示しないように構成されて
いることを特徴とする請求項３記載のカーナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば国境を越えて走行した場合に、走行中の国の交通規則のうちの運転者
にとって必要な情報を運転者に提供することができるカーナビゲーション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、カーナビゲーション装置においては、目的地を設定すると、その目的地まで
のルート（経路）を探索し、探索したルートを走行ルートとして設定し、この走行ルート
を走行しているときに、走行位置に応じた走行案内を音声や表示で運転者に通知するよう
に構成されている。この構成の場合、右左折の案内や走行路線の案内が実行される。
【０００３】
　また、ヨーロッパやアメリカ大陸を走行しているときには、国境を越える事態が発生す
る。このような場合、進入した国の交通規則を運転者があまりよく知らないときには、そ
の国の交通規則の案内を所望したくなることが多い。しかし、上記従来構成のカーナビゲ
ーション装置では、国境を越えた国の交通規則を案内することはなかった。
【０００４】
　これに対して、特許文献１に記載された装置においては、国境を越えたときに、その国
の交通標識等の情報を表示装置に表示するように構成されている。この装置によれば、運
転者は、国境を越えた国の交通規則について、ある程度、例えば交通標識等の情報につい
て容易に認識することができる。
【特許文献１】特開２００６－１６２４２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の構成の場合、運転者は、国境を越えたときに、走行中の国の交通
標識の見方程度の情報しか認識することができないため、運転者にとって必要な情報が十
分に提供されているとはいえなかった。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、運転者が住んでいる地域の交通規則と異なる交通規則を有す
る地域を走行するときに、運転者にとって必要な情報を提供することができるカーナビゲ
ーション装置を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明によれば、運転者が通常走行している通常地域と異なる地域であって、
前記異なる地域の特殊な走行ルールを有する１つ以上の他の地域について、これら他の地
域毎に特殊な走行ルールの情報であって特殊な走行ルールが適用される地点の情報を含む
情報並びに特殊な走行ルールを説明する情報を記憶する記憶手段と、車両の現在位置を検
知する位置検知手段と、車両の現在位置が他の地域内であるか否かを判断する判断手段と
、車両の現在位置が他の地域内であるときに、前記記憶手段から特殊な走行ルールがある
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か否かを検索する検索手段と、前記検索手段による検索結果により、特殊な走行ルールが
あるときに、その特殊な走行ルールを表示装置に表示する表示制御手段とを備え、前記表
示制御手段は、車両の走行時に、前記特殊な走行ルールに従って走行する必要がある地点
の手前で事前に、前記特殊な走行ルールを道路画像、車両画像及び文字情報を用いて前記
表示装置の画面の一部のエリアに表示するように構成したので、運転者が住んでいる地域
の交通規則と異なる交通規則を有する地域を走行するときに、その地域の特殊な走行ルー
ルを表示装置に表示することができる。従って、運転者に必要な情報を提供することがで
きる。
【０００８】
　上記構成の場合、請求項２の発明のように、前記地域は、国または州であることが好ま
しい。
【０００９】
　請求項３の発明によれば、前記検索手段は、所定のタイミングで自動的に検索するよう
に構成されているので、運転者にとって使い勝っての良い構成となる。
　請求項４の発明によれば、前記表示制御手段は、同一の特殊な走行ルールを１度だけ表
示するように構成されているので、同一の走行ルールが繰り返し表示されることを防止で
き、無駄な表示をなくすことができる。
【００１０】
　請求項５の発明によれば、前記表示制御手段は、同一の特殊な走行ルールを連続して表
示しないように構成されているので、同一の走行ルールが連続して表示されることを防止
でき、無駄な表示をなくすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施例について、図面を参照しながら説明する。図１は、本実施例の
カーナビゲーション装置１の電気的構成を概略的に示すブロック図である。この図１に示
すように、カーナビゲーション装置１は、制御部２と、位置検出器３と、操作スイッチ群
４と、地図データ入力器５と、表示部６と、音声出力部７と、マイクロフォン８と、車内
ＬＡＮ通信装置９と、リモコンセンサ１０とを備えて構成されている。
【００１２】
　上記制御部２は、カーナビゲーション装置１の動作全般を制御する機能を有しており、
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、フラッシュメモリ、各種Ｉ／Ｏ、及び、これらを接
続するバス（いずれも図示しない）を備えて構成されている。この制御部２が、判断手段
、検索手段及び表示制御手段を構成している。
【００１３】
　位置検出器３は、ＧＰＳ（Global Positioning System ）受信機１１と、ジャイロスコ
ープ１２と、距離センサ１３とから構成されている。位置検出器３は、上記３つのセンサ
１１～１３により互いに補間しながら車両の現在位置を検出するように構成されており、
高精度の位置検出機能を有している。尚、位置検出精度をそれほど必要としない場合には
、３つのセンサ１１～１３のうちの何れかで（または複数のセンサの組み合わせで）位置
検出器３を構成しても良い。また、車両のステアリングの回転センサや、ホイールの車輪
センサ、車両の傾斜センサなどを適宜組み合わせて、位置検出器３を構成しても良い。上
記位置検出器３が、位置検知手段を構成している。
【００１４】
　操作スイッチ群４は、表示部６の表示画面の上面に設けられたタッチスイッチ（タッチ
パネル）と、表示部６の周辺部に設けられたメカニカルなプッシュスイッチ（図示しない
）等とから構成されている。また、ユーザー（ドライバー）は、リモコン１４（図示しな
い）を操作することにより、リモコンセンサ１０を介して制御部２へ操作信号を与えるこ
とが可能なように構成されている。
【００１５】
　地図データ入力器５は、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＨＤＤ、メモリ等を読み取り
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可能な読取装置で構成されており、地図データ、マップマッチング用データ、目印データ
、音声認識用辞書データ、走行ルールデータベース等の各種データを入力するための装置
である。ここで、地図データ、マップマッチング用データ、目印データ及び音声認識用辞
書データは、通常のカーナビゲーション装置で使用されている周知のデータを適宜用いれ
ば良い。
【００１６】
　走行ルールデータベースは、運転者が通常走行している通常地域と異なる地域であって
、運転者が想定できないような特殊な走行ルールを有する１つ以上の他の地域について、
これら他の地域毎に、上記特殊な走行ルールの情報を記憶するデータベース（記憶手段）
である。本実施例の場合、地域は、国やアメリカ合衆国の州であり、上記データベースに
は、国毎並びに州毎に特殊な走行ルール（日本人の運転者が想定できないような走行ルー
ル）の情報が記憶されている。尚、特殊な走行ルールの具体例については、後述する。
【００１７】
　表示部６は、地図を表示するための例えばカラー液晶ディスプレイで構成されており、
地図データ（道路データ、文字データ及び背景データ等）、自車位置マーク、誘導経路等
の付加データ等を重ねて表示することが可能なように構成されている。表示部６が、表示
装置を構成している。
【００１８】
　音声出力部７は、地図データ入力器５から入力した音声データに基づいて施設のガイド
や各種案内の音声を出力する。マイクロフォン８は、ユーザーが発する音声を入力して、
その音声に基づく電気信号（音声信号）を制御部２へ出力する。制御部２においては、音
声信号に基づいてユーザーの音声を認識する処理を実行する。これにより、ユーザーは、
音声を発することにより、カーナビゲーション装置１を操作することが可能な構成となっ
ている。
【００１９】
　車内ＬＡＮ通信装置９は、車内ＬＡＮに接続され、その車内ＬＡＮ上の各種のＥＣＵ等
と通信を行う。制御部２は、車内ＬＡＮ通信装置９を介して車両のエンジンの始動（及び
停止）を検知するように構成されている。
【００２０】
　また、制御部２は、現在位置（出発地）から目的地までの最適経路（誘導経路）を自動
的に計算（探索）して設定する機能、即ち、経路計算機能（経路探索機能）を備えており
、この自動的に最適経路を設定する方法としては、例えばダイクストラ法等を使用してい
る。尚、目的地は、ユーザーが操作スイッチ群４やリモコン１４などの操作により、また
、マイクロフォン８を介して音声により設定することが可能なようにも構成されている。
更に、制御部２は、表示部６に表示されている地図上に上記目的地までの最適経路（誘導
経路）を重ねて表示する機能や、現在位置を上記地図上に位置付けるマップマッチング処
理を実行する機能等を備えている。
【００２１】
　次に、上記構成のカーナビゲーション装置１の作用、特には、運転者が住んでいる地域
の交通規則と異なる交通規則を有する地域を走行するときに、その地域の特殊な走行ルー
ルを表示部６に表示する制御について、図２ないし図７を参照して説明する。尚、図２な
いし図４のフローチャートは、制御部２の制御内容を示している。また、この走行ルール
を表示する制御は、車両のエンジンを始動したときや、地域（国や州）の境界を越えて走
行したとき等に実行される。
【００２２】
　まず、図２のステップＳ１０においては、車両（自車）の現在位置を検出する。続いて
、ステップＳ２０へ進み、ユーザー設定を検索（読み出す）する。そして、ステップＳ３
０の判断において、走行ルールを表示する制御を実行する設定がなされているか否かを判
断する。ここで、設定が無ければ、ステップＳ３０にて「ＮＯ」へ進み、制御を終了する
。



(5) JP 4793227 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

【００２３】
　これに対して、設定が有れば、ステップＳ３０にて「ＹＥＳ」へ進み、ステップＳ４０
へ進み、走行ルールの情報を検索（探索）する制御（サブルーチン）を実行する。この情
報検索制御については、図３のフローチャートに従って説明する。
【００２４】
　まず、図３のステップＳ１１０においては、車両の現在位置に基づいて運転者が通常走
行している通常の地域と異なる地域であるか否かを判断すると共に、異なる地域であった
場合、その地域がどこであるかを特定する。具体的には、ヨーロッパやアジアやアメリカ
等の大陸で車両を使用（走行）しているときには、現在位置の国を特定する。また、米国
内で車両を使用（走行）しているときには、現在位置の州を特定する。
【００２５】
　続いて、ステップＳ１２０へ進み、走行ルールデータベース内を検索し、上記特定した
地域（国、州）に対応する特殊な走行ルールの情報を読出す。そして、ステップＳ１３０
へ進み、特殊な走行ルールの情報が有るか否かを判断する。ここで、特殊な走行ルールの
情報が無ければ、ステップＳ１３０にて「ＮＯ」へ進み、情報無しのフラグを設定して制
御を終了し、図２のステップＳ５０へ進む。
【００２６】
　これに対して、特殊な走行ルールの情報が有るときには、ステップＳ１３０にて「ＹＥ
Ｓ」へ進み、読み出した特殊な走行ルールの情報を制御部２内のメモリ（ＲＡＭやフラッ
シュメモリ等）に一時的に記憶する。続いて、ステップＳ１５０へ進み、特殊な走行ルー
ルの情報に付随するイメージデータや動画データ等を検索して読み出し、制御部２内のメ
モリに一時的に記憶する。そして、制御を終了し、図２のステップＳ５０へ進む。
【００２７】
　さて、図２のステップＳ５０においては、特殊な走行ルールの情報が有るか否かを判断
し、有るときには、「ＹＥＳ」へ進み、ステップＳ６０へ進み、特殊な走行ルールの情報
を表示部６に表示すると共に、音声で出力（アナウンス）する。また、特殊な走行ルール
の情報が無いときには、ステップＳ５０にて「ＮＯ」へ進み、ステップＳ７０へ進み、特
殊な走行ルールの情報が無いことを表示部６に表示すると共に、音声で出力（アナウンス
）する。そして、ステップＳ６０、７０を実行した後は、制御を終了するようになってい
る。
【００２８】
　ここで、特殊な走行ルールの情報を表示部６に表示するときの具体的な表示態様につい
て、図５ないし図７を参照して説明する。
　まず、エンジン始動時には、図５（ａ）に示すように、表示部６には、初期画面（オー
プニングの画面）が表示されている。そして、ユーザー設定が、特殊な走行ルールの情報
を表示する制御を実行する設定である場合、特殊な走行ルールの情報を検索する処理が実
行され、図５（ｂ）に示すように、検索中、即ち、走行ルールを確認中のメッセージが表
示される。この場合、音声によるアナウンスも同時に実行するように構成されている。
【００２９】
　そして、特殊な走行ルールの情報が有った場合、図５（ｃ）に示すように、その走行ル
ールを確認するか否かをユーザーに問い合わせる。尚、この問い合わせは、ユーザー設定
として、手動操作が設定されているときの処理であり、自動表示が設定されているときの
処理については、後述する。
【００３０】
　上記図５（ｃ）において、ユーザーにより、走行ルールを確認する選択が指定されると
共に、特殊な走行ルールの情報が複数個有った場合には、図５（ｄ）に示すように、複数
個の走行ルールのいずれを確認するか、即ち、走行ルールの選択画面を表示して、ユーザ
ーに問い合わせる。そして、ユーザーが選択ボタンにタッチして、表示させたい（確認し
たい）走行ルールを指定すると、図６に一例を示すように、指定された特殊な走行ルール
の情報が表示部６に表示されるように構成されている。
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【００３１】
　この場合、一般的には、指定された特殊な走行ルールの情報を説明する静止画を表示部
６に表示したり、動画を表示部６に表示して再生したりする。このとき、上記情報を説明
する案内メッセージを音声（音等も加えて）でアナウンスするようにも構成されている。
そして、１度表示した情報には、説明を終了した旨の表示を行い、複数個の特殊な走行ル
ールの情報が存在する場合には、未表示（未閲覧）か表示済み（閲覧済み）かを認識でき
るように表示する構成となっている。
【００３２】
　ここで、特殊な走行ルールの情報をとして、例えば、ヨーロッパで存在する２段階左折
を行う必要がある地域の走行ルールの情報を例にして説明する。
　自車Ｘ（図６参照）が交差点にて左折を行う場合の注意（案内）として、次の（１）、
（２）、（３）のメッセージを音声で出力すると共に、図６に示すようなイメージ画（動
画を再生しても良い）を表示している。
【００３３】
　（１）交差点手前で直交車線により交差点へ進入してください。
　（２）直交する交差点から左折する路線に対し、直進する向きで一旦停止してください
。
【００３４】
　（３）その後、直進する車両Ｙ（図６参照）の通過を確認し、左右の車両に注意し、直
進してください。
　また、特殊な走行ルールの情報の他の例としては、中国において、快車道と慢車道の走
行方法、ロータリの抜け出し方の走行ルールがある。また、北米において、通常右折は信
号に依存せず右折できるが、場所によっては、赤信号のときは信号に従った右折を行うと
いう走行ルールがある。
【００３５】
　また、米国内の特殊な走行ルールの情報として、例えばミシガン州におけるＭＩ（ミシ
ガン）ターンという走行ルールや、ＮＹエリアやＮＪエリアにおけるＪターンという走行
ルールや、カープールレーン（相乗り専用レーン）という走行ルール等がある。そして、
これらの走行ルールの情報（交差点等の走行ルールが適用される具体的な地点の情報も含
めて）並びにそれら走行ルールを説明する情報が、地域（国や州）毎にデータベースに記
憶されている。尚、特殊な走行ルールを有する地域（国や州）が新たに見つかったときに
は、その情報を走行ルールデータベースに追加登録するように構成すれば良い。
【００３６】
　次に、自動表示が設定されているときの特殊な走行ルールの情報の表示制御（処理）に
ついて、図７を参照して説明する。この制御は、経路（走行ルート）案内中に実行される
。運転者が安全に右左折できるように、特殊な走行ルールの情報を事前（右左折の前）に
表示して案内する。
【００３７】
　具体的には、例えば４００ｍ先の交差点で左折する場合、図７（ａ）に示すように、交
差点の４００ｍ前の地点で、４００ｍ先の交差点で左折する情報を表示する（これは、通
常の経路案内表示である）。この後、上記交差点が例えば２段階左折する交差点である場
合、交差点の３００ｍ前の地点で、特殊な走行ルールの情報、即ち、２段階左折の案内情
報である図６の画面を、図７（ｂ）中の右半部の四角のエリアに表示する。このとき、前
述した案内メッセージも同時に音声で出力する。
【００３８】
　そして、交差点付近に接近した場合、再び、図７（ａ）の画面に表示を戻すように制御
される。このように表示制御すると、ユーザーにとってわかり易い経路案内となる。
　尚、本実施例においては、上記自動表示の実行タイミング等の設定（ユーザー設定）が
可能なように構成されている。この場合、走行ルールを自動表示しないという設定と、１
度表示した走行ルールに限り表示しないという設定と、連続して同じ走行ルールを表示し



(7) JP 4793227 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

ないという設定との中のいずれか１つを選択して設定可能なように構成されている。
【００３９】
　また、本実施例においては、自動表示の初期化タイミング（特殊な走行ルールの情報を
検索する制御の初期化）として、次の３つの中の１つを選択して設定できる構成となって
いる。１つ目は、米国において州の境を越えた場合にのみ、自動表示を初期化する。２つ
目は、国の境を越えた場合にのみ、自動表示を初期化する。３つ目は、自動表示を初期化
しない（この場合、エンジン始動時のみ初期化される）。
【００４０】
　尚、ユーザー設定は、図４に示すフローチャートの制御に従って実行される。この設定
制御は、各種の作業メニューの一覧が表示されている画面において、ユーザーが設定メニ
ューの項目を選択すると、ステップＳ２１０へ進み、表示タイミング等の各種の設定が実
行される。そして、ステップＳ２２０へ進み、ユーザーが設定した設定情報が記憶装置（
制御部２内のメモリ）に格納されるようになっている。
【００４１】
　このような構成の本実施例によれば、運転者が通常走行している通常の地域と異なる地
域であって、運転者が想定できないような特殊な走行ルールを有する１つ以上の他の地域
について、これら他の地域毎に特殊な走行ルールの情報を記憶する走行ルールデータベー
スを備え、車両の現在位置が他の地域内であるときに、特殊な走行ルールがあるか否かを
検索し、特殊な走行ルールがあるときに、その特殊な走行ルールを表示装置に表示するよ
うに構成したので、運転者が住んでいる地域の交通規則と異なる交通規則を有する地域を
走行するときに、その地域の特殊な走行ルールを表示装置に表示することができる。従っ
て、運転者に必要な情報が提供されるから、運転者は他の地域（国や州）を走行するとき
に、安全に且つ安心して走行することができる。
【００４２】
　また、上記実施例の場合、特殊な走行ルールを検索するに際して、運転者の手動操作に
応じて検索するように構成したので、運転者が必要とするときに、運転者にとって必要な
情報を提供することができる。
【００４３】
　更に、上記実施例においては、特殊な走行ルールを検索するに際して、所定のタイミン
グで自動的に検索するように構成したので、特殊な走行ルールが必要なときに自動的に表
示されるようになることから、運転者にとって使い勝っての良い構成となる。
【００４４】
　更にまた、上記実施例において、同一の特殊な走行ルールを１度だけ表示するように設
定すれば、同一の走行ルールを繰り返し表示することを防止でき、無駄な表示をなくすこ
とができる。また、上記実施例において、同一の特殊な走行ルールを連続して表示しない
ように設定すれば、同一の走行ルールを連続して表示することを防止でき、無駄な表示を
なくすことができる。
【００４５】
　尚、上記実施例においては、走行ルールデータベースを地図データ入力器５に設けるよ
うに構成したが、これに代えて、制御部２内のメモリ（フラッシュメモリ等）に設けるよ
うに構成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施例を示すカーナビゲーション装置のブロック図
【図２】フローチャート（その１）
【図３】フローチャート（その２）
【図４】フローチャート（その３）
【図５】表示部の表示画面の遷移を示す図
【図６】特殊な走行ルールの一例を示す表示画面の図
【図７】（ａ）は経路案内中の通常の案内例を示す表示画面の図、（ｂ）は経路案内中の
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特殊な走行ルールの案内例を示す表示画面の図
【符号の説明】
【００４７】
　図面中、１はカーナビゲーション装置、２は制御部（判断手段、検索手段、表示制御手
段）、３は位置検出器、４は操作スイッチ群、５は地図データ入力器（記憶手段）、６は
表示部、７は音声出力部、９は車内ＬＡＮ通信装置、１４はリモコンを示す。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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